


土地改良事業計画概要書 

（県営ほ場整備事業 佐味地区）    

                           ※（  ）書きは変更前 

 

第１章 目的（変更なし） 

本地区の農地は、昭和30年代の耕地整理事業等により一筆区画が8a程度に整理さ

れているが、小区画であることに加え、用水路等の施設の老朽化が著しく、施設の

補修に大変苦慮している状況である。また、近年、離農を希望している農家が増加

している状況である一方、担い手への集積が進まず、不作付地が増加しており、農

地の荒廃が懸念されている。 

このため、農業生産基盤を整備し、農地の流動化を促進するとともに、大型機械

の導入を進めることにより、生産コストの低減を図り、農業経営の安定を目指すも

のである。 

 

第２章 地域の所在及び現況（変更なし） 

１）地域の所在及び地形 

本地区は、七尾市中心部から東へ約３km に位置し、準用河川高田川の両岸に広が

る中山間農業地域であり、水稲を中心とした農業が展開されている。 

 

２）土質及び土壌 

本地区の土性は、表土、次層共に壌質で、作土直下からグライ層である。また、

堆積様式は水積で、母材は固結火成岩よりなっている。 

 

３）気象 

北陸型 １２月上旬～３月下旬積雪  

年平均気温 １３．８℃  

年平均降水量 ２，１６２．３mm  

 

４）水利状況 

用  水 本地区の用水源は高田川などの準用河川とため池であり、河川から

は頭首工により取水し、開水路によりかんがいしている。 

排  水 支線排水路から自然排水で高田川へ排水している。 



 

 

５）営農状況 

基幹作物は水稲であり、認定農業者は法人など２者存在し、その他は小規模農家

が営農している。農業基盤整備を契機に２者への農地集積を促進し、低コスト農業

を実現することで、地域水田農業の振興を図る。 

 

第３章 基本計画 

   ほ場整備          ２８．６ha 

                   （３１．０） 

整地工 区画 １００ａ区画（100×100） 

   ５０ａ区画（100× 50） 

   ３０ａ区画（100× 30） 

 表土扱い 土壌肥培管理 

用水路工 河川からの取水による圧送パイプライン方式、及び２つのため池

からの自然圧パイプライン方式で対応する。 

排水路工 原則フリュームで整備し、地区勾配を利用した自然流下方式で対

応する。 

道路工 既設舗装道路のほか、幅員が不足する路線は砂利舗装で対応す

る。 

暗渠排水工 一区画ごとに暗渠排水を行う。 

 

第４章 工事又は管理の要領（変更なし） 

工事は県営事業で全て請負施工とし、令和５年度～令和１０年度の６年間で施行

する。 

また、本事業により、新設又は更新された土地改良施設の維持管理は七尾市が行

うものとする。 

 

第５章 換地計画の要領（変更なし） 

地積の基準 換地交付の基準とする従前の土地の地積は、土地改良事業計画

決定の日の土地登記簿地積とする。 



ただし、確定換地設計基準作成時までに、各人により地積更正

登記がされた場合にはその地積とする。 

土地評価方式 評価委員を選出し、自然的、利用条件等を基本にした標準地比

準方式を採用する。また、従前と換地の評価額については、後

日委員会において検討協議の上決定する。 

清算方式 比例地積清算方式 

換地 ・換地委員を選出し、集団化を図る。 

・概ね２団地を目標に換地する。 

    

第６章 費用の概算 

総事業費 １，３７４，７００，０００ 

（９２３，０００，０００） 

円 

うち工事費 １，２８０，０００，０００ 

（８６０，０００，０００） 

円 

うち工事雑費・地方事務費 ９４，７００，０００ 

（６３，０００，０００） 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７章 効用 

作物生産効果 ３１８，０５２，０００ 

（２５１，１６８，０００） 

円  

営農経費節減効果 ９９７，８３６，０００ 

（１，００３，０４４，０００） 

円  

維持管理費節減効果 ▲４１，７１２，０００ 

（▲２８，１１６，０００） 

円  

農業労働環境改善効果 ５０，３８３，０００ 

（６０，１５６，０００） 

円  

景観・環境保全効果 ４，６６９，０００ 

（５，８６７，０００） 

円  

国産農産物安定供給効果 ７３，８９６，０００ 

（４３，２２０，０００） 

円  

総便益額 １，４０３，１２４，０００ 

（１，３３５，３３９，０００） 

円  

 

 

総費用総便益比 

 

１，４０３，１２４，０００ 

（１，３３５，３３９，０００） 

 

＝１．１２  

（１．３６） 

 

１，２４８，１２５，０００ 

（９７５，８６４，０００） 

 （経済効果算定基準年：令和４年度） 

 

第８章 他の事業との関係（変更なし） 

特になし 

 

第９章 計画概要図 

別紙のとおり 

 

第１０章 環境との調和への配慮（変更なし） 

水路などを利用し、生物の生息可能空間の保全に努める。 

 

 



土地改良施設の予定管理方法（変更なし） 

 

１．管理者 

本地区で造成する農業用施設は七尾市が譲与を受け、地元集落及び生産組合、そ

の他関係する組織等が維持管理を行う。 

 

 

２．管理すべき施設の種類 

県営ほ場整備事業施行により生じる土地改良施設 

 

 

３．貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 

（１）工事完了後に引継をし、管理者が維持管理する。 

（２）水害、損壊、その他当該土地改良施設の管理に支障のある事故が発生 

した時は、直ちに当該施設の保全のため必要な措置を講じる。 

 

 

４．管理に要する費用の概算及びその負担の方法 

地元集落、生産組合、その他関係組織において、各団体・組織が協力して 

各予算に補修等に必要な維持管理費などの経費を計上する。 

 

 

５．その他管理方法に関する基本的事項 

土地改良施設の管理については、石川県土地改良施設の管理及び処分に関 

する規則並びに石川県土地改良施設の管理及び処分に関する要綱に定める 

ところによる。 



 

事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準書 

 

１ 事業費の負担区分の予定額 

（１）総事業費の予定額  １，３７４，７００，０００円 

              （９２３，０００，０００） 

 

（２）負担区分の予定額 

                           （単位：千円） 

 

区 分 

 

負  担  額 比 率 

工 事 費 
工事雑費 

事 務 費 
工事費 

工事雑費 

事 務 費 

国庫負担 
７０４，０００ 

（４７３，０００） 
     ０ ５５ ０ 

県費負担 
３８４，０００ 

（２５８，０００） 

９４，７００ 

（６３，０００） 
３０ １００ 

地元負担 
１９２，０００ 

（１２９，０００） 
     ０ １５   ０ 

計 
１，２８０，０００ 

（８６０，０００） 

９４，７００ 

（６３，０００） 
１００ １００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．地元負担予定額 

（１）地元負担予定総額  １９２，０００，０００円 

            （１２９，０００，０００） 

（２）地元負担区分の予定額 

                           （単位：千円） 

 

区 分 

 

負  担  額 

備 考 
工 事 費 

工事雑費 

事 務 費 

七 尾 市 
１２８，０００ 

（８６，０００） 
     ０ 事業費の１０％ 

受 益 者 
６４，０００ 

（４３，０００） 
     ０ 事業費の ５％ 

計 
１９２，０００ 

（１２９，０００） 
０  

 

 

３．県営土地改良事業分担金徴収方法（変更なし） 

七尾市が土地改良法第９１条第２項の規定により負担し、同条第３項の規定に基

づき、地方自治法第２２４条の分担金として、七尾市が土地改良法第３条に規定す

る資格者から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

土地改良区（土地改良区連合）を設立すべきことを記載した書面 

（変更なし） 

 

 

今回、県営土地改良事業（県営ほ場整備事業(面的集積型））の施行申請を行う、佐

味地区については、当該事業の分担金の負担団体及び土地改良施設の管理団体につき、

第一義的に七尾市があたるので、新たに土地改良法に定める土地改良区の設立は行わな

い。 


